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医
療
保
険
給
付
に
お
け
る
高
齢
者
の
患
者
負
担
に
関
す
る
質
問
主
意
書

十
月
一
日
か
ら
健
康
保
険
法
等
の
改
正
に
よ
り
高
齢
者
の
患
者
負
担
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
高
齢
者
の
負
担
が

増
大
し
、
日
常
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
高
齢
者
の
医
療
保
険
が
健
康
保
険
法
、
老
人
保
健
法
両

方
に
係
わ
る
こ
と
か
ら
制
度
と
実
態
の
矛
盾
点
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

高
齢
者
夫
婦
二
人
所
帯
と
い
う
場
合
、
こ
の
所
帯
の
定
義
は
何
か
。
夫
七
〇
歳
、
妻
六
八
歳
は
高
齢
者
二
人
所
帯
に
当
て

は
ま
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
法
令
上
の
根
拠
は
何
か
。

�

�
の
場
合
に
所
得
が
三
百
八
十
三
万
円
以
上
五
百
二
十
万
円
未
満
の
場
合
、
患
者
負
担
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
の
根
拠
法

令
は
何
か
。

�

�
の
場
合
に
妻
が
七
〇
歳
に
な
る
と
患
者
負
担
は
ど
う
変
わ
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
根
拠
法
令
は
何
か
。

�

妻
が
七
〇
歳
未
満
の
場
合
と
、
七
〇
歳
に
な
っ
た
場
合
と
で
こ
の
夫
婦
の
生
活
実
態
に
な
ん
ら
変
化
は
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
患
者
負
担
が
変
わ
る
と
い
う
の
は
合
理
性
を
欠
き
、
生
活
者
の
実
感
か
ら
は
理
解
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の

見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。


